
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  特定資産の買換え 平成 23 年度改正 

Ｑ：特定資産の買換えの取扱いが、平成23

年度の税制改正で改正されるそうですが、ど

のようになるのですか？ 

 

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

特定資産の買換えは次のような見直しが

行われ、その適用期限が３年延長されます

(所得税についても同様)。 

イ.既成市街地等の内から外への買換えにつ

いて、買換資産の対象区域を３大都市圏の近

郊整備地帯等及び政令指定都市の市街化区

域に限定するとともに、譲渡資産から店舗が

除外されます。 

ロ.都市開発区域等及び誘致区域の外から内

への買換えについて、対象区域から半島振興

対策実施地域及び離島振興対策実施地域が

除外されるほか、買換資産の都市開発区域内

における対象区域を市街化区域等に限定さ

れるとともに、既成市街地等内からの譲渡資

産を事務所用等の建物等に限定されます。 

ハ.船舶から船舶への買換えについて、環境

への負荷の低減に係る要件が見直され、買い

換えた船舶の船齢が譲渡した船舶の船齢を

下回っていることが要件に追加されます。 

ニ.次の買換えが適用対象から除外されます。 

(ｲ) 特定民間再開発事業の施行による中高

層耐火建築物への買換え 

(ﾛ) 人口集中地区の区域内の木造貸家住宅

から中高層貸家住宅への買換え 

(ﾊ) 市街化区域又は既成市街地等の地域内

の建物の高層化に伴う買換え その他 
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